
　
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
」（
後
発
医
薬
品
）

と
は
、
こ
れ
ま
で
に
効
き
目
や
安
全
性
が
実

証
さ
れ
て
き
た
お
薬
（
先
発
医
薬
品
）
と
同

等
と
国
が
認
め
た
安
価
な
お
薬
で
す
。

Ａ　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
先
発
医
薬

品
の
特
許
期
間
満
了
後
に
、
効
能
お
よ
び

効
果
な
ど
が
同
じ
医
薬
品
と
し
て
新
た
に

申
請
さ
れ
、
国
が
承
認
し
た
も
の
で
、
品

質
的
に
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

先
発
医
薬
品
に
比
べ
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
は
開
発
期
間
が
短
く
、
開
発
費
用

が
抑
え
ら
れ
る
た
め
、
平
均
す
る
と
価
格

が
安
価
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

※
医
薬
品
の
価
格
が
下
が
っ
て
も
、
負
担

が
先
発
医
薬
品
使
用
時
と
変
わ
ら
な

い
か
、
上
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
、
薬
剤
師
さ
ん
と
よ
く
相
談
を
し
て

く
だ
さ
い
。

み
ん
な
で
支
え
合
う

国
民
健
康
保
険

ご
存
じ
で
す
か
？
　

　
　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

●
お
医
者
さ
ん
や
薬
剤
師
さ
ん
と
相
談
し
て

　

家
計
に
や
さ
し
い
お
薬
を
選
び
ま
し
ょ
う

Ａ　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
高
血
圧
や

高
脂
血
症
の
お
薬
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
分
野

や
症
状
に
対
応
し
て
お
り
、
カ
プ
セ
ル
、

錠
剤
、
点
眼
剤
な
ど
、
そ
の
形
態
も
さ
ま

ざ
ま
で
す
。

　
　

ま
た
、
薬
価
や
添
加
物
、
製
剤
に
よ
っ

て
は
大
き
さ
、
味
、
に
お
い
の
改
善
、
保

存
性
の
向
上
な
ど
、
先
発
医
薬
品
よ
り
も

工
夫
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

※
先
発
医
薬
品
か
ら
の
変
更
を
希
望
し
て

も
、
対
応
す
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

が
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
在

庫
が
薬
局
に
な
い
場
合
に
は
、
お
薬
を

用
意
す
る
の
に
時
間
が
か
か
っ
て
し

ま
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

Ａ　

病
院
・
医
院
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
発
行
さ

れ
る
処
方
箋
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の

名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
れ
ば
、
薬
局
で
調

剤
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
名
称
が
記
載
さ
れ
て

い
な
く
て
も
、「
後
発
品
へ
の
変
更
不
可
」

欄
に
医
師
の
サ
イ
ン
が
な
け
れ
ば
、
薬
剤

師
さ
ん
と
相
談
の
上
、
お
薬
を
選
ぶ
こ
と

が
で
き
ま
す
。
す
で
に
被
保
険
者
証
と
と

も
に
お
配
り
し
て
い
ま
す
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
お
願
い
カ
ー
ド
」
を
医
療
機
関

の
受
付
時
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

国  

民  

年  

金
　
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由
で

保
険
料
を
納
め
る
の
が
困
難
な
場
合
に
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
ま

た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
の
手
続
き
は
、
役
場
住
民
課
保

険
年
金
担
当
、
ま
た
は
草
津
年
金
事
務

所
国
民
年
金
課
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

①
保
険
料
申
請
免
除

　

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所

得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し

て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
全
額
ま
た

は
一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間

は
、
原
則
と
し
て
７
月
か
ら
翌
年
６
月

ま
で
で
す
。

※
保
険
料
の
一
部
が
免
除�

（
４
分
の
１
免

除
、
半
額
免
除
、
４
分
の
３
免
除
）
に

な
る
方
は
、
免
除
に
該
当
し
な
か
っ

た
部
分
の
保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ

ば
未
納
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
。

②
若
年
者
納
付
猶
予

　

30
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・
配
偶
者

の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、

申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間
は
、

原
則
と
し
て
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で

で
す
。

③
学
生
納
付
特
例

　

学
生
の
方
で
、
本
人
の
前
年
所
得
が

一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て
承

認
さ
れ
る
と
保
険
料
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

承
認
期
間
は
、
原
則
と
し
て
４
月
か
ら

翌
年
３
月
ま
で
で
す
。

　

平
成
21
年
度
に
保
険
料
が
全
額
免
除

ま
た
は
若
年
者
納
付
猶
予
さ
れ
た
方
で
、

申
請
時
に
平
成
22
年
度
以
降
も
引
き
続

き
全
額
免
除
ま
た
は
若
年
者
納
付
猶
予

を
希
望
さ
れ
た
方
は
、
申
請
手
続
き
が

不
要
で
す
。（
退
職
や
被
災
等
の
特
別
な

事
情
で
承
認
さ
れ
た
場
合
や
世
帯
構
成

等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
改
め

て
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。）

＊
申
請
の
手
続
き
に
は
、
年
金
手
帳
・

印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
な
お
、

会
社
等
を
退
職
さ
れ
た
方
は
、
離
職

票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

も
併
せ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　

　

住
民
課　

保
険
年
金
担
当

　
　

☎
�
６
５
７
１�

有
線
⑤
７
７
８
４

　

草
津
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

　
　

☎
０
７
７

−

５
６
７

−

２
２
２
０

Ｑ1
先
発
医
薬
品
と
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
と
の
違
い
は
？

Ｑ3
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
ど
こ
に

行
け
ば
処
方
し
て
も
ら
え
る
の
？

Ｑ2
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
種
類
は
？

◆問い合わせ先　住民課　保険年金担当　☎�6571　有線⑤7784
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